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 ① 1 箇所 5 地点の測定結果のうち、Ｎ．Ｄ（不検出）の値がいくつか測定された場
合、データが測定されている箇所の平均値をもって、メッシュにおける代表値と
してよいか。 

② １箇所５地点の測定結果が全てＮ．Ｄ（不検出）の場合、当該メッシュを除いて、 
コンター図を描くのか。 

③ 測定下限値が異なるデータについて、一つのマップに記載することは可能か。 

３．放射線量等分布マップの作成に向けた分析結果の取りまとめ方 
 

 
 
 
 (事務局案) 

○本調査では、各地点における測定結果のバラツキの影響を少なくするため、1 メッ

シュにつき、５箇所の土壌試料を採取し、それぞれの試料について核種分析を実

施した上で、それぞれの測定結果を平均化し、そのメッシュにおける核種分析結果

を求めることとしている。 

○他方で、文部科学省で現在実施している通常の土壌モニタリングの結果を見ると、

同一の箇所で複数地点の土壌を採取しても、地点によっては、測定結果が不検出

の箇所が複数存在することが確認されている。(別紙１（資料２－３－３①参照） 

○本調査のマップの作成において、このような結果が確認された場合、５地点の測定

結果の平均を取ることができなくなるほか、仮に測定結果が得られている地点の

み平均化したとしても、測定結果が 5 地点得られている箇所の測定結果とは精度

が異なる。 

○しかし、本調査で作成されるマップは、被ばく線量評価や今後の区域等の見直しの

観点で活用されるものである。 

○そこで、本マップの作成においては、メッシュ内の５つの測定地点のうち、いくつか

の地点で N.D の結果が得られたとしても、得られた測定結果のみで平均化した場

合、安全側に評価することになることから、得られている測定結果のみで平均値を

算出し、メッシュにおける代表値としたい。 

 

  
 
  
 
(事務局案) 

○１箇所５地点の核種分析の結果が全て N.D であり、仮にそのメッシュにおける測定

結果を N.D として扱った場合、土壌採取していないものと同様の結果として扱われ

ることになる。 

○他方でメッシュごとに分析機関が異なることから、ゲルマニウム半導体検出器の精

度が異なるため、メッシュごとに測定下限値が異なり、同じＮ．Ｄという結果でも性

質が異なる場合がある。（参考１参照） 

○そこで、本調査においてコンター図を描く際には、分析結果をマップ化する段階で、
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Ｎ.Ｄのメッシュの測定下限値と近隣のメッシュの測定結果を比較した上で、必要に

応じて、Ｎ．Ｄのメッシュの測定結果を測定下限値と見なすなどの工夫をしてまいり

たい。（参考２参照） 

 

（参考１） メッシュにおけるＮ．Ｄの性質の違い 

 

 

 

 

 

 

（参考２） Ｎ．Ｄの結果の取扱いにおける工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 分析機関:Ａ機関 

２． 測定結果：Ｎ．Ｄ 

（測定下限値：１０Ｂｑ/m2） 

１．分析機関:Ｂ機関 

２．測定結果：Ｎ．Ｄ 

（測定下限値：１Ｂｑ/m2） 

2ｋｍ 

１．分析機関:Ａ機関 

２．測定結果：Ｎ．Ｄ 

（測定下限値：１０Ｂｑ/m2） 

１．分析機関:Ｂ機関 

２．測定結果：Ｎ．Ｄ 

（測定下限値：１Ｂｑ/m2） 

2ｋｍ 
１．分析機関:Ｃ機関 

２．測定結果：８Ｂｑ/m2 

（測定下限値：１Ｂｑ/m2） 

マップ化する際には、測定結果：

Ｎ．Ｄを１Ｂｑ/m2 と見なして扱う

ことを検討。 

１．分析機関:Ｄ機関 

２．測定結果：７Ｂｑ/m2 

（測定下限値：１Ｂｑ/m2） 
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文部科学省が実施する土壌モニタリングの結果 

（同一地点の５つの採取箇所における不検出結果の状況） 

 

別紙１（資料第２－３－３号①） 


